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Ⅱ 中期計画の業務実績評価(見込評価)  

 

１． 全体的な状況 

公立大学法人長岡造形大学は、「造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に

還元することのできる創造力を備えた人材を養成し、もって地域社会の生活及び文化の発

展と産業の振興に貢献する」という目的の下、平成 26 年度に公立大学法人として発足し、

第 1 期（平成 26年度から平成 31 年度）中期目標を達成するために、中期計画及び年度計画

を作成し、取組を行ってきた。 

教育においては、学位授与方針（ディプロマポリシー）、教育課程の編成方針（カリキュ

ラムポリシー）及び入学者受入方針（アドミッションポリシー）に基づき、入学試験制度の

改革、カリキュラムの編成・実施・検証を行い、平成 29年度には卒業要件を満たした者に

対し、公立化後初めてとなる学位の授与を行った。 

また、運営管理においては、長期財政運営計画及び長期修繕計画を作成し、長期的な方針

を示すとともに、第三者機関による評価を受け改善を行ってきた。 

中期目標期間 4年目の終了に伴い、中期計画の実施状況及び実施見込を確認し、大項目の

各区分について自己評価を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大項目区分 自己評価 評語 

大学の教育研
究等の質の向
上に関する目
標を達成する
ための措置 

教育に関する目標を達成す
るための措置 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

研究に関する目標を達成す
るための措置 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

地域貢献に関する目標を達
成するための措置 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

国際交流に関する目標を達
成するための措置 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するための措置 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 

財務内容の改善に関する目標を達成するため
の措置 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 

自己点検・評価及び情報公開の推進に関する
目標を達成するための措置 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

その他業務運営に関する目標を達成するため
の措置 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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２． 大項目（８区分）別評価 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

 

（１）評価の理由 

学部においては、ディプロマポリシーに基づき編成した平成 26 年度以降入学者を対象

とする平成 26年度カリキュラムを実施した。また、平成 26 年度カリキュラムの検証を行

うとともに、平成 30 年度以降入学者を対象とする平成 30 年度カリキュラムを編成し、教

育目標に掲げる 3 つの目標である「社会人基礎力」、「構想力」、「造形力」を備えた人材の

育成に努め、成果を上げている。 

 大学院においては、平成 30 年度入学者を対象とするディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシー、アドミッションポリシーを策定し、カリキュラムの編成、領域の再編、大学

院専任教員の採用、施設設備の整備を実施した。 

以上の実施状況と成果により、「Ａ」評価とした。 

 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ａ Ｂ Ａ 

 

（２）主要な取組 

① 教育の成果に関する目標を達成するための措置 

学部においては、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーに基づき作成した平 

成 26年度カリキュラムの実施及び検証を行い、平成 30年度以降入学者を対象とする平 

成 30年度カリキュラムを編成した。 

     また、大学院においては、平成30年度入学者を対象とするディプロマポリシー、カリ 

キュラムポリシー、アドミッションポリシーを策定するとともに、カリキュラムの編成 

等を行い、大学院教育における改革を行った。 

     今後は、平成26年度カリキュラムと平成30年度カリキュラムを着実に運用するととも 

に、学長のリーダーシップのもと、学部、大学院における更なる教育の質の向上に取り 

組んでいく。 

 

② 教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

学部においては、平成 26年度カリキュラム及び平成 30年度カリキュラムに基づき、 

「社会人基礎力」、「構想力」、「造形力」を養うための教育を実施した。授業科目「地域協   

創演習」では、地域、社会、企業等と連携したデザインプロジェクトを実施し、毎年度

10 件以上のプロジェクトに取り組み、実践的に学ぶ場とした。 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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      大学院においては、平成 30年度以降入学者を対象としたカリキュラムの編成や領域

再編等の改革案の検討を進めた。また、平成 30 年度からは改革案を実行し、高い専門性

と新たな価値を創造する能力の養成を行う教育を行っている。 

     今後は、高校と大学の教育上の連携である高大接続改革に伴い、接続を重視した「2021

年度入試制度」の整備に取り組む。また、大学院については、これまでの入学試験に加

え、平成 31 年度以降入学者を対象とした「3on3 入学試験制度」（大学院進学の意思が

あり、一定水準を満たした学部 4 年生を対象とした入学試験）を実施し、大学院進学志

向を高める。 

    

③ 教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

大学院生の研究の高度化を図るため、平成 30 年度は大学院専任教員 2人を採用し、専

任教員は学部・大学院合わせて、平成 25年度 36人から平成 30 年度 4 月時点で 49人に

増員した。また、最前線で活躍する人材を非常勤講師として採用し、教育力の向上に取

り組んだ。今後も、長期財政運営計画により、専任教員の増員と、適正な配置を行う。 

教育効果の高い演習、実習の実現を図るため、絵画など 4 つの工房を配置する第 2ア

トリエ棟 Bを建設し、制作スペースの拡充など教育環境を整備した。 

平成 30 年度からの大学院体制に合わせ、大学院研究室を改修し、個人ごとの研究エリ

アのほか、デザイン思考による PBL（事業ベース型学習又は問題発見解決型学習）実践

の場としてのワークショップエリア、くつろぎの場としてのカフェエリア等を設置した。

さらに、3Dプリンター、レーザーカッター、ミーリングマシーンなどを備えたプロトタ

イピングルームを新設した。 

 

④ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

就職支援として、キャリアデザインセンターを設置するとともに、キャリアデザイン

課に 5 人の職員（キャリアコンサルタント有資格者 3 人を含む）を配置し、相談支援体

制を充実した。また、職員の指導力育成、スキルアップを図るため、キャリアカウンセ

リング研修等へ職員派遣を行い、学生指導力の向上を促した。 

大学パンフレットの送付及び訪問等による求人開拓に取り組むとともに、低学年から

参加可能な業界研究セミナーや学生と企業の交流会等を実施することにより、企業研究

を深める機会を創出した。 

学生の健康への支援については、臨床心理士によるカウンセリングの対応時間を増や

し、延べ 365 人の相談に対応した。また、修学特別支援室においても、障がい学生支援

方針に基づき、必要な修学支援を行った。 

今後も、ニーズや悩みなどを把握した上で、学生が健康で充実した大学生活を送れる

よう、相談支援体制の充実を図る。 
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２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

（１） 評価の理由 

    修士課程の領域再編による5領域体制に合わせた研究指導体制を確立し、イノベーショ

ンデザイン領域担当及び研究論文担当の大学院専任教員を配置するなど、大学院の研究体

制の再構築に取り組んでいる。 

特別研究費の予算措置を行うことにより、研究活動を促進するとともに、平成28年度は

獲得した競争的外部資金の一部を個人教育研究費に還元する制度を整備し、研究水準の向

上や研究活動の活性化に努めている。 

以上の実施状況と成果により、「Ａ」評価とした。 

 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ａ Ａ Ａ 

 

（２） 主要な取組 

①  研究水準及び研究の成果に関する目標を達成するための措置 

大学院修士課程の領域再編による 5 領域体制に合わせ研究指導体制を確立するとと

もに、平成 30 年度にイノベーションデザイン領域担当及び研究論文担当の大学院専任

教員を配置した。また、修士課程における学位審査要件についても、本学独自の厳しい

基準を設け、研究力向上を図った。 

 

② 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

市民、産業界、高等教育機関、行政機関などとの連携強化及び共同研究を推進するた

め「地域協創センター」を設置するとともに、デザインマネジメント研究会を発足し、

デザイン活用事例等の講義やデザイン思考を活用する手法を学ぶためのワークショッ

プを実施している。今後もさらに、産学官金連携事業の推進に向け、デザイン研究開発

や共同プロジェクトを実施する。 

競争的研究資金獲得への取組として、学内特別研究費の申請条件に外部競争的研究

資金への応募を必須とし、地域における課題の実証又は解の先駆的研究に対して、優先

的に予算配分を行った。また、競争的研究資金の間接経費の一部を個人研究費に還元す

る取組や、平成 30年度は、優れた研究成果を評価するための顕彰制度を整備する。 

 

 

 

 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

 

（１） 評価の理由 

地域と協働し、新たな地域価値を創出することを目的として「地域協創センター」を開

設し、企業、自治体、コミュニティ等との連携事業や市民の生涯学習、文化活動支援に取

り組んだ。 

また、デザインマネジメント研究会を設立し、講座やワークショップを通して、経営資

源としてのデザインの価値を伝え、産業振興に寄与する取組を推進した。 

以上の実施状況と成果により、「Ａ」評価とした。 

 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ａ Ａ Ａ 

 

（２）主要な取組 

① 地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

「地域協創センター」を拠点に、デザイン研究開発受託事業、各種団体と連携した市民

オープンキャンパス、長岡市中学校美術部作品展、ヤングアートディスプレイ等、企業、

NPO、行政と連携した各種活動を実施した。 

また、ながおか・若者・しごと機構に大学職員を派遣し連携を強化したほか、長岡市中

心市街地で 3 大学 1 高専が連携して人づくり・産業振興に取り組む事業構想「NaDeC 構

想」の提案を行った。平成 30 年度からは先行実施事業に取り組み、産学官金の連携を進

めている。 

 

② 教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

市民オープンキャンパス、特別公開講義、市民工房及びこどもものづくり大学校等を

実施し、生涯学習の機会を提供した。特に、小学生を対象とする講座受講者数は、成果

に関する指標の目標値である、延べ 150 人を上回る受講者を維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

（１） 評価の理由 

米国ハワイ大学、英国ノリッチ芸術大学と交流協定を締結し、交流事業を実施するととも 

に、学生の海外大学への派遣及び国際交流事業などの活動を支援するため、長岡造形大学国 

際交流事業支援奨学金規程に基づき、同奨学金を給付するなど、実効性のある取組を行っ 

たことにより「Ａ」評価とした。 

 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ｂ Ｂ Ａ 

 

（２） 主要な取組 

平成 27 年度に交流協定を締結した米国ハワイ大学と、特別講義、学生の合同ワークショ 

ップ「ピースメモリアルワークショップ」等の交流プログラムを実施したほか、平成 28年

度に交流協定を締結した、英国のノリッチ芸術大学と本学において、視覚デザイン分野に

係るテーマの課題制作を行うなどの取組を行った。 
    また、長岡造形大学国際交流事業支援奨学金規程の実効性のある運用を制定し、計 24人 

に奨学金を給付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 
 
 
 

（１）評価の理由 

運営体制の改善や教育研究組織の見直しについては、必要な検討組織の設置、監査の実

施等を行っている。教員や事務職員の評価制度の構築、職員の意欲、適性などを適切に反

映した人事制度の構築については、今後の検討事項であることから「Ｂ」評価とした。 

 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ｂ Ｂ Ｂ 

 

（２） 主要な取組 

①  運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

理事長を議長とする理事会及び経営審議会並びに学長を議長とする教育研究審議会に

は外部の委員を登用するとともに、役割分担を明確にし、連携した組織運営を実施して

いる。また、教学組織では、総務委員会を始めとする専門委員会や地域協創センター会

議などの会議を設置し、機動的な運営を行っている。 

監査機能については、監事による理事会出席、業務実績及び財務諸表等の確認などに

より強化を図っている。 

 

② 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

大学院の再構築においては、平成28年度に副研究科長2人を専任するとともに、次長

級職員をリーダーとする3 人の職員で構成する大学院事務室を事務局に設置し検討を

行った。平成29年度には前年の検討結果を実行するために大学院事務室を学務課と統

合し、平成30年度の実施に向け準備を行った。平成30年度の大学院入学者は、修士課

程11人、博士（後期）課程1人と平成26年度の公立化後最大の人数となったが、定員の

充足はしてない。今後、修士課程においては平成30年度から「3on3入学試験制度」を

実施し、定員の充足を図る。 

 

③ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置  

     人事評価制度については、平成29年度に他大学の先進事例の確認や長岡市等他団体

の状況確認を行い、教員と事務職員の2つの評価制度を作成すること及びその概要を決

定した。教員の評価制度については、教員によるチームを組織して検討を開始し、事

務職員の評価制度については平成30年度に一部組織で試行を開始した。両制度とも31

年度に本格的な試行を実施し、制度の確立を図る。 

     また、人事評価制度の構築に合わせ、事務職員の任用や意欲や資質の向上、適性把

握のための制度等の整備を行っていく。 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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④ 事務の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置  

     公立大学協会や私立大学から公立大学に移行した大学で組織する公立大学法人等運

営事務研究会等の研修への参加を積極的に行うとともに、外部委託については、デザ

イナーとして活躍する本学卒業生と契約し、各種広報物の制作・展開を効率的に行っ

た。また、嘱託職員については、特任教員、専門職員、業務補助職員、教務補助職員

など多様な雇用形態を設置することにより、適性ある人材の配置と事務の効率化を図

った。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 
 
 
 
（１） 評価の理由 

長期財政運営計画の作成や長期修繕計画の作成等、経営の安定化や資産の運用管理につ

いて計画的に行うとともに、経費節減・合理化への努力を行っている。競争的研究資金等の

外部資金獲得は、継続的な課題であることから、「Ｂ」評価とした。 
 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ｂ Ｂ Ｂ 

 

（２） 主要な取組 

① 経営の安定化に向けた自己収入の確保に関する目標を達成するための措置  

高校訪問、進学相談会、高校内ガイダンスの実施や総合パンフレットの見直し等を行

い、多様な広報活動を行ってきた。 

また、平成26年度カリキュラム及び平成30年度カリキュラムの策定等、教育内容の充

実を行ってきた。就職支援においては、インターンシップの推進や積極的な企業訪問等

を行い、入試、教育、就職が連携し、継続して実施内容の充実を図ることにより、安定

的な学生確保に努めてきた。 

     平成29年度からの20年の長期財政運営計画を定め、現状と課題を把握するとともに、

今後の安定した財政運用を行うための基本方針を示した。 

 

② 経費の節減に関する目標を達成するための措置  
      事務局にて大量に消費する消耗品については年間使用料を計算し見積もりあわせを行

うこと、大型の工事や高額な施設については競争入札を実施すること、校舎管理業務や

火災保険などは複数年契約を締結することにより経費の削減に努めた。 
      また、照明器具をLEDライトに変更、劣化した機器を省エネ機器の導入により、経費節

減と環境への配慮を行った。 
 
③ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置  

     平成26年度から2年をかけ、60年間及び20年間の校舎の長期修繕計画を作成し、平成28

年度から計画的な修繕を開始した。 

     また、平成26年度に公立大学としての校舎開放基準を作成し、年平均20件以上の貸し

出しを行っている。 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 
 

 
 

（１） 評価の理由 
   大学基準協会から大学基準に適合との評価を受けた。また、長岡市公立大学法人評価委員

会及び大学基準協会からの指摘事項に対し改善を行い、教育研究及び業務運営の改善を図

ってきた。評価結果についても積極的に公表していることから「Ａ」評価とした。 
 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ｂ Ａ Ｂ 

 

（２） 主要な取組 

① 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置  

      長岡市が策定する中期目標に基づき、本法人にて中期計画及び各年度計画を作成し、

その計画を達成すべく法人業務を実施してきた。年度計画においては、長岡市公立大学

法人評価委員会による評価をうけ、「中期計画の進捗は順調である」との評価結果を毎年

受けている。 

      また、学校教育法に基づく自己点検・評価を平成26年度に、大学基準協会による認証

評価を平成27年度に実施し、大学基準に適合との評価を得た。なお、認証評価において

指摘のあった事項については、改善し、平成31年7月までに大学基準協会に改善報告を行

う。 

 

② 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置  

     卒業・修了研究展、ファッションショー、市民オープンキャンパス、ヤングアート長

岡などの実施により、教員や学生の作品を展示する多くの機会を創出した。 

 各メディアと連携し、学生や教員の活動を広く発信した結果、毎年度 150 件を超える

情報が、テレビ、新聞等に多数取り上げられた。 

ホームページにて法人の財務状況、認証評価結果や大学における教育研究活動や地

域貢献活動の成果等を積極的に掲載し、また、フェイスブックやツイッターなどの SNS

の活用により幅広い層への情報公開及び情報提供を行った。 

 
  

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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第５ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 
 

 
 

（１） 評価の理由 
施設の整備、活用や安全管理については、長期修繕計画の策定及び継続実施、各種講習

の実施により推進を図っている。職員に対する研修については実施を行ってきたが、今後、

法令遵守など内容の充実を図っていくことから「Ｂ」評価とした。 
 

長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

 Ｂ Ｂ Ｂ 

 
（２） 主要な取組 

① 社会的責任に関する目標を達成するための措置  
   学生に対しハラスメント防止、個人情報取扱に関する啓発等を行うとともに、教職員

に対しては、障がい学生支援やメンタルヘルス、情報セキュリティに関する研修会を実

施した。また、女子美術大学、東京造形大学、日本大学、武蔵野美術大学とネットワー

クを構築し、知的財産の保護・活用に関する検討を行ってきた。 

   今後、職員に対する法令遵守や人権侵害防止に関する研修の充実を図り、公立大学法

人の職員としての倫理向上に努める。 

 

② 施設設備の整備、活用に関する目標を達成するための措置  

     平成26年度から2年をかけ60年間及び20年間の校舎長期修繕計画を作成し、平成28年

度から計画的な修繕を開始した。[再掲] 

      また、平成26年度に公立大学としての校舎開放基準を作成し、年平均20件以上の貸し

出しを行っている。[再掲] 

 

③ 安全管理に関する目標を達成するための措置  

     カウンセラーの配置、健康診断の実施、職員へのストレスチェックの実施、精神科の 

学校医の配置などにより、学生、職員の健康保全に努めるとともに、学生に対しては、

工作機械使用のための安全講習、雪道安全講習、防犯講習等、大学における活動や生活

についての講習を実施した。 

     震災対策マニュアル及び水害対策マニュアルを作成し、災害を想定した避難訓練を実 

施した。 

      情報セキュリティについては、セキュリティの高い機器を導入し、また、職員に対し 

研修を行うことにより意識の向上を図った。 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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